
この作法集は皆さんが家や垣柵などを建て替えたり、

補修されたりするとき、参考にしていただくもので、法

的な拘束力はありません。建替等にあたって、または

少々殺風景と思われる場所について、皆さんに少々の気

配りや一工夫をしていただき、武庫之荘らしい魅力ある

美しい空間をつくり上げていただきたい、との思いから

作成するものです。 

建物･垣柵･駐車場等の 建物･垣柵･駐車場等の 

デザイン作法集(方針編) デザイン作法集(方針編) 

 

色の３属性とマンセル表色系 
 

マンセル表色系では、色の３属性「色

相（Ｈ）」「明度（Ｖ）」「彩度（Ｃ）」の

記号と数値を使って色を表現します。 

例えば色相が５Ｒ、明度が６、彩度が

4 の色は５Ｒ ６／4 と表わします。 

無彩色はＮの後に明度の数値を付け

て、例えば明度が 8 の場合Ｎ8 と表わ

します。   

 

 

連絡先：武庫之荘４丁目地区まちづくり協議会 

TEL＆FAX 06-6431-0713（武庫之荘文化会館内） 

 武庫之荘４丁目地区外壁色彩のルール 

 

  数値により、地区計画の届出においては、尼崎市により指導されます。 

 日常的な塗り替えについては、まちづくり協議会に必ずご相談下さい。 
 

（１）推奨色相 

①建築物の外壁の推奨色相はＹ、ＹＲ、Ｎ系とする。 

②現に存在するＲ、ＧＹ系は建て替えに限定して認める。 

③現に存在しないその他の色相については、明度、彩度について別途指導する。

（２）推奨明度 

設定値を６以上とする。（Ｎ系を含む） 

（３）推奨彩度 

設定値を４以下とする。（Ｎ系を含まない） 

（４）サブカラー 

 ベースカラー（基調色相）とサブカラー（補助色相）は同一色相とし、明度・彩

度を推奨設定値のなかでコントロールすることは認める。 

（５）アクセントカラーの色相及び限度率 

色相は、ベースカラーと同一でない色相について認める。 

但し、アクセントカラーで使用した面積を立面積で除した率を限度率とし、当該

率を１５％未満とする。 

また、限度率は道路に接した面のみとし、２以上の道路に接しているときは、そ

れぞれ接している面とする。 



 

 

グリーンは七難隠すといいますが、

駐車場や空地の通りに面したところに

は、緑豊かな通り景観を途切れさせな

いよう、緑化を工夫していきませんか。

樹木が１本でもあるとやさしい感じに

なります。植えるスペースが限定され

る場合は、プランターなどの活用も効

果的です。 

 

道路側が低くなるように屋根勾配を

とったり、上の階に行くほど道路から

引っ込んでいるほうが圧迫感をやわら

げ、天空への広がりが増すことで、の

びやかなまちなみ景観を形成すること

ができます。また、樹木の生育空間を

大きくとることもできます。 

  
水路沿いは地区のシンボルとなる道

路です。川べりの柳並木や小橋、街灯、

舗道などが際立たせる水辺の風情を生

かしながら、水辺に顔を向けた表情豊

かな建物で、うるおいのあるまち通り

景観を形成したいものです。 

 

自然の素材などの年数が経っても風

合いのある材料は好ましいものです。 

落ち着いた雰囲気をかもし出してい

る素材や色彩などに目を向け、素材色

以外は原色などの彩度の高い色はひか

えましょう。 
＊地区計画にもとづき、尼崎市では建築物等

の外壁色彩の指導基準を設けています。 
（裏表紙参照） 

  

手入れされた生垣が連なる風景は武

庫之荘の特徴で、そばを通るとほっと

するし、環境にもやさしいものです。 

生垣や、塀の外側に緑を植えたり、

透視性のフェンスで庭の緑を見せるな

ど、バラエティに富んだ家々を緑のリ

ボンでつなげることで、心地よい通り

空間になるのではないでしょうか。 

 

玄関周りのしつらえを、建物とのま

とまりや周辺との調和を図りつつ、生

垣やフェンス緑化などとともに、美し

く整ったまちなみ景観にしていきたい

ものです。 

 特にカーポートはエクステリアの重

要な要素で、床の舗装や上屋、扉など

に調和を乱さないような配慮がもとめ

られます。 

道路が出会うまちかどは視線が切り

替わり開ける印象的な場所です。 

主要な幹線道路の交差点をはじめ、

角地の建物やエクステリアに創意工夫

を行なうことで、印象的なまちかどと

し、まちの個性を高めませんか。 

 

武庫之荘に暮らすみんなで、70 年

のまちの歴史を考慮し、具体的な活動

やルールづくりなどで、まちの景観を

一緒に考えていきましょう。 

 


